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オムニバス法による税制改正 
 

雇⽤創出に関する法律 2020 年第 11 号、通称オムニバス法が 2020 年 11 ⽉ 2 ⽇に施

⾏され、複数の法律が⼀括改正されました。今回はオムニバス法による法改正のうち、

主要な税制改正の内容について解説いたします。 

オムニバス法で規定されている主要な税制改正を以下の表にまとめています。 

 

今回は改正点の内、特に⽇系企業の皆様に関連すると思われるポイントについて解説

します。 
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所得税に関する主な改正 

特定の専⾨知識を有する外国⼈の所得の課税範囲 

インドネシアで納税義務を負う外国⼈の所得のうち、インドネシアで課税される範囲

について新たに規則が追加されています。その概要は次の表の通りです。 

 

ポイントは、上記 1)の条件を満たす場合には、下記に例⽰されるインドネシア国外で

発⽣した所得はインドネシアでは課税対象とはならず、発⽣する国(⽇本等)でのみ課

税されるという点です。 

(条件を満たす場合にインドネシアでの課税対象外となる所得の例) 

• ⽇本の親会社の役員を兼務している場合の⽇本で受け取る役員報酬 

• ⽇本国内の⼟地・建物等の譲渡対価 

• ⽇本国内の不動産貸付けによる収⼊ 

• ⽇本の内国法⼈から受け取る配当等 

上記に例⽰している所得は、⽇本で納税義務が発⽣する⼀⽅、インドネシアでは、全

世界所得として扱われ申告対象とされています。そのため、⽇本で納付した税額をイ

ンドネシアで課される所得税から⼀部あるいは全額について控除でき(外国税額控除)、

残額をインドネシアで申告納税するという⼿続が必要となります。 

このような所得がある⽅が、上記 1)の条件①②を満たせば、当該⼆重課税回避のため

の外国税額控除⼿続を省略できるという点でメリットがあるといえます。 

なお、⽇本⼈駐在員の⽅が給与の⼀部を⽇本法⼈から⽇本円で⽀給を受けるような場

合は、上表 2)に該当し上表 1)の条件を満たしていたとしても従来通りインドネシアで
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の課税対象として取り扱われると解釈されます。 

配当収⼊に対する税の減免 

 

配当収⼊について減免税の規定が新設されました。例えばインドネシア国内外に⼦会

社を有するインドネシア法⼈や投資活動を⾏うインドネシア法⼈の場合で、条件を満

たす場合にメリットがあるといえますが、現状の改正法では上表の下線部分を中⼼に

諸条件が明確でなく、今後、財務⼤⾂規則等の細則により詳細が定められるものと思

われます。 

海外からの所得に対する課税免除 

 

インドネシア国外からの所得がある企業にとっては、条件を満たすことで課税が免除

となる点でメリットがあるといえます。しかし、前述の配当収⼊同様、所得の範囲や

再投資の条件等詳細が不明瞭な部分が多く、今後財務⼤⾂規則等の細則が定められる

ものと思われます。 

 



 

© Center for Investment and Business Advisory 

⾮居住者に対する⽀払利息に関する源泉税率の軽減 

 

通称 PPh26 と呼ばれる源泉税の内、⽀払利息に関する源泉税に関する規定です。該当

するケースとしては親⼦ローンなどインドネシア国外の企業や銀⾏からの借⼊がある

場合が挙げられます。ただ、インドネシアと租税条約を締結している国からの借⼊の

場合、租税条約を適⽤することにより源泉税は軽減されますので、今後政府規則によ

り定められる軽減税率が租税条約上の税率よりも低いのであればメリットはあると考

えられます。 

付加価値税に関する主な改正 

課税取引・⾮課税取引の範囲変更 

今回の改正により、以下の項⽬について課税・⾮課税の取り扱いが変更されています。 

 

⾮課税になった取引について、1)の委託販売とは卸売業者と⼩売業者との間の契約で

⾒られるように、代理⼈(受託者)への商品を預け、代理⼈が第三者へ販売した際に販

売が成⽴するものをいいます。改正前は代理⼈への課税商品の引渡時に VAT の認識を

されていましたが、改正により VAT の認識のタイミングといわゆる会計及び所得税法

の収益の認識のタイミングが⼀致するものとなります。 

2)の現物出資とは、設⽴時や増資時に資⾦の払い込みに代わり、不動産や設備などの

現物を株式の対価として拠出することを意味します。当該改正により新規投資及び企

業再編を活発にさせる意図があると考えられます。 
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控除対象となる仮払 VAT の条件緩和 

以下の項⽬について、仮払 VAT の控除対象の条件が緩和されています。 

 

上表 1)と 2)が今後新設される会社向け、3)と 4)が既存企業にも関連する改正内容と

なります。 

1)について、会社設⽴後課税事業者登録が完了するまで期間を要するケースがあり、

完了するまでに資産の購⼊や費⽤の⽀払に関連する仮払 VAT の控除が認められていな

かったのですが、改正により⼀部容認されることになりました。2)について、例えば、

⽣産活動前に取得した不動産から発⽣した VAT について、⼟地購⼊に係る VAT が資

本財に該当するか否か、という議論が以前はありましたが、今後は資本財に限らず認

められ、控除対象範囲が拡⼤されたという点で朗報です。 

当該仮払 VAT の控除のための具体的な⼿順・⼿続の詳細については、事後的に細則が

定められる予定ですので、実際の運⽤は細則の公表を待つ必要がある点ご留意くださ

い。 

 

 

 

  



 

© Center for Investment and Business Advisory 

税務総則法に関する主な改正 

遅延利息の利率の⾒直し 

遅延利息について以下のように⾒直されています。 

 

また適⽤⾦利については、2020 年 11 ⽉より毎⽉公表されており、2021 年 1 ⽉まで

の適⽤⾦利は下表のとおりです。 

 

2021 年 1 ⽉までの期間において、最も⾼い利率においても従来の 2％を下回るため、

遅延利息の負担額が軽減されているといえます。 

注⽬すべきポイントとして、税務調査中に納税者が⾃発的に納税不⾜を報告した場合

(上表の３)に該当)のペナルティの軽減が挙げられます。税務調査中に納税者が⾃発的

に納税不⾜を報告した場合、従来は 50%の課徴⾦が課されていましたが、改正後は遅

延利息として⽉利計算されます。仮に、遅延利息が最⼤ 24 か⽉課されたとしても



 

© Center for Investment and Business Advisory 

2021 年 1 ⽉時点では 32％程度の計算利率となります。 

また、上表の 4)に該当するいわゆる「税務調査の結論として納税不⾜を指摘される場

合」に適⽤される⽉利が 2021 年 1 ⽉時点で最⼤ 24 か⽉課された場合、42％程度の

計算利率となります。従って、上記の「⾃発的な納付不⾜の報告」に付随するペナル

ティ 32％の⽅が⼩さくなりますので、当該改正により納税者による⾃主的な誤りの報

告を促しているものと考えられます。 

罰⾦の料率・⾦額の⾒直し及び罰⾦の廃⽌ 

遅延利息以外の罰⾦に関する主な改正の概要は以下の通りです。 

 

終わりに 
オムニバス法による税制改正の内容は全体的に負担を軽減する⽅向への改正でありま

すが、未だ詳細は不明確な部分が多く、今後財務⼤⾂規則等の細則が待たれます。今

後細則が公表された際に、随時内容解説のニュースレターを発表してまいります。 
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本件に関するご質問⼜は会計監査、各種コンサルティング等の各種ご相談がございま

したら、お気軽に Crowe Indonesia ジャパンデスクまでお問い合わせください。 

三好博⽂ 

ジャパンデスク パートナー 

hirofumi.miyoshi@crowe.id 

三好久恵 

ジャパンデスク マネージャー 

hisae.miyoshi@crowe.id 

 


